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第３次宇都宮市環境基本計画等の見直しについて 

 

 

１ 第３次宇都宮市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）等の見直しについて 

⑴ 環境基本計画の見直し 

 ア 計画期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間（環境基本計画の後期に当たる５年間） 

  イ 計画の位置付け 

・ 第６次宇都宮市総合計画改定基本計画の分野別計画「『魅力創造・交流の未来都市』の実現に

向けて」の基本施策「環境への負荷を低減する」を実現するための計画 

   ・ 市環境基本条例に定める計画 

 

⑵ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）（以下「実行計画」という。）の見直し及び

策定 

ア 計画期間 

  ・ 区域施策編：令和３年度から令和７年度までの５年間（計画の後期に当たる５年間） 

  ・ 事務事業編：令和３年度から令和７年度までの５年間 

イ 計画の位置付け 

・ 法第２０条の３に定める地球温暖化対策地方公共団体実行計画 
・ 「環境基本計画」における地球温暖化対策に資する取組を横断的にまとめた個別計画 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

参考資料２ 

【環境基本計画等の位置付け】 

整合・調整 

施策の具体化・推進 整合・調整 

【国】環境基本法 

地球温暖化対策の推進に関する法律

環境基本計画等       など 

京都議定書  
目標達成計画 

宇都宮市総合計画 

宇都宮市環境基本条例 

第３次宇都宮市環境基本計画（2016～2025 年度） 

【本市の関連計画】 

都市交通戦略，一般廃棄物処理基本計

画，緑の基本計画，都市計画マスタープ

ラン，市民協働推進計画 など 

実行計画 

地域施策編・事務事業編 
整合・調整 

施策の具体化・推進 

まちづくりの具体化 
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３ 検討体制  

⑴ 環境審議会 

・ 環境基本計画について意見を述べる。 

・ 環境の保全及び創造に関する基本的事項の調査審議 

⑵ 環境基本計画推進委員会／企画会議 

 ・ 環境基本計画等の推進に関する必要な事項の審議及び決定 等 

⑶ 各部会／ワーキンググループ 

・ 環境基本計画の各分野の施策について検討 

・ 環境基本計画の他，各部会において所掌する計画について検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（案）  

  令和２年  １月２８日 環境審議会 

３月 下旬 環境審議会への諮問（計画見直し・策定について） 

        ４月～   計画見直しに係る各種会議等の開催 

       １０月頃～  計画素案の作成 

   令和３年 １月～   パブリックコメントの実施 

        ３月    環境審議会からの最終答申，計画決定，公表 

≪庁内検討組織≫ 

環境審議会 
 

【役割】 

計画についての提言 
 

【構成委員】 

学識経験者，各種団体の代表，

公募選出委員 

市民の意見反映 
 

市民二―ズ調査の実施 

業界ヒアリングの実施 

パブリックコメントの実施 

諮問 

反映 

答申 

≪庁外検討組織≫ 

庁議 
審議・報告 

委員会（次長級） 

関係部長等会議（必要に応じて開催）

企画会議（課長級） 

地球環境・人づくり部会，市役所温暖化対策部会，

自然環境・生活環境部会，循環型社会部会， 

廃棄物部会 

部会（課長級） 

地球環境・人づくり部会，市役所温暖化対策部会，

自然環境・生活環境部会，循環型社会部会， 

廃棄物部会 

ワーキンググループ（係長級） 

【環境基本計画推進委員会】 

 

地球環境・人づくり部会【環境政策課】 

  ✦「地球環境分野」「人づくり分野」 

  ✦地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

市役所温暖化対策部会【環境政策課】 

  ✦「地球環境分野」のうち「市役所の温暖化対策」

  ✦地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

自然環境・生活環境部会【環境保全課】 

  ✦「自然環境」「生活環境」 

  ✦生物多様性地域計画 

循環型社会部会【ごみ減量課】 

  ✦「廃棄物」のうち「発生抑制及び資源循環利用」

  ✦一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物部会【廃棄物対策課】 

  ✦「廃棄物」のうち「最適な処理・処分の推進」 

  ✦不法投棄未然防止推進計画 


